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令和８年度以降の介護支援専門員法定研修受講についての諸注意 
 

 

日頃、介護支援専門員法定研修実施につきましてご尽力賜りまして、誠にありがとう

ございます。また、当協会が刊行しておりますテキスト等関連コンテンツをご採用・ご

検討賜りまして、重ねて御礼申し上げます。 

さて、この度、厚生労働省より介護支援専門員の更新制廃止の方針が示されました。

これに伴い、介護支援専門員等から法定研修の受講に関する問い合わせが寄せられて

いるものと存じます。 

現在のところ、更新制の廃止の方向性は示されたものの、具体的な実施時期などは確

定していない状況です。本件は介護保険法改正事項であり、今後国会で議論されたの

ち、更新制廃止後の手続き等の各論について議論される予定です。また、更新制が廃止

されたのちも、法定研修受講義務は継続されます。また、併せて、分割受講や統一教材

の導入等も厚生労働省において議論されておりますが、こちらにつきましても開始時

期は未定でございます。 

つきましては、今年度につきましては現行制度において該当研修を受講、および更新

手続きをする必要がありますので、受講者等からの問い合わせにつきましては、そのよ

うにご回答の程、お願いいたします。 

今後とも、研修実施機関の皆さま、介護支援専門員の皆さまが安心して研修を実施・

受講していただけますよう、当協会の研修関連コンテンツ等につきまして、制度に適っ

た刷新を速やかに図ってまいります。引き続き、ご活用の程、よろしくお願い申し上げ

ます。 
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